
個別通知の実施現住所等の把握手術実施状況等の把握

個別通知手続の流れ（イメージ）
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❷優生手術の実施等に係る
個人情報の提供
（個人情報保護法第27条第１
項第４号及び第69条第２項
第３号に該当）
【通知上の３の（１）①及び②】

※ 関係者とは、通知上の３の（１）①に記載の「対象者の個人データを保有する医療機関や民間の福祉施設等の個人情報取扱事業者」及び通知上の
３の（１）②に記載の「対象者の保有個人情報を保有する国立又は都道府県立の 福祉施設その他の国又は地方公共団体の機関」を指す。
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❶優生手術の実施等に係る
個人情報の提供依頼

❸優生手術等を受けた本人
の現住所等の提供依頼。そ
の際、当該都道府県が保有
する本人の保有個人情報を
提供。
（個人情報保護法第69条第
２項第３号に該当）

【通知上の３の（２）】

❹優生手術等を受けた本人
の現住所等の提供
（個人情報保護法第69条第
２項第３号に該当）

【通知上の３の（３）】 ❺個別通知の実施
（基本的に、通知上の２の記載
のとおり、優生手術等を受けた
本人に通知することを想定。）



（参考）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） （抄）

（第三者提供の制限）
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第
三者に提供してはならない。
一～三 （略）
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必

要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
五～七 （略）

２～６ （略）

（利用及び提供の制限）
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
又は提供してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目
的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的の
ために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら
れるときは、この限りでない。
一・二 （略）
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合にお

いて、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を
利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

四 （略）
３・４ （略）


